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ヶ月余りの期間を要する根拠が不明である。

３処分庁は弁明書の５（１）で「（前居）を居住地として生活保護申請が可能であ

社第１２３号厚生省次官通知）第９には「生活保護は申請に基づき開始することを
原則と．しており、保護の相談に当たっては､相談者の申請権を侵害しないことはも
とより、、申請権を侵害していると疑われるよう･な行為も厳に慎むこと。」・と規定さ
れている。また「生活保護法による保謹の実施要領の取扱いについてj.(昭和３８
年４月１日社保第３４号厚生省社会局保護課長通知）問第９の１（面接相談におけ
る保護の申請意思の確認)の答には「相談者の保穫の申請意思は、例えば、多額の
預貯金を保有していることが確認されるなど生活保護に該当しないことが明らかな
場合や、相談者が要保謹者の知人であるなど保護の申請権を有していない場合等を
除き確認すべきものである。なお、保護に該当しないことが明らかな場合であって
も、申請権を有す･る者から申請の意思が表明された場合には申請書を交付するこ
と｡」と規定されている。しかしながら、上記２及び３のとおり、初回面接におい
て、請求人が自主的に転居してから保護申請する方が、１０、月１日付けで保謹申請
するよりも早く生活保謹が決定されると請求人に誤解を与え、平成２４年１０月１
１日に保護を申請させたことは、処分庁による申請権の侵害が有ったと言わざるを
得ない。

第 ４ 結 論
以上のとおり、本件審査請求は理由があることから、行政不服審査法第４０条第

３項の規定により、主文のとおり裁決する。．

平成２５年３月２５日

審 査 庁 奈 良 県 知 事 荒 井 正 吾

この裁決に不服があるときは、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して
３０日以内に、厚生労働大臣に対し再審査請求をすることができます。（なお、裁決が



、あったことを知った日の翌日から起算して３０日以内であっても、裁決があった日の翌
日から起算して１年を経過すると再審査請求を提起することができなくなります｡）

蕊 蕊 蕊難雲犠蟄窺霧蕪耀篝
あっても、裁決があった日の翌日から起算して１年を経過すると決定及び裁決の取消し
の訴えを提起することができなくなります｡）


